
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北小岩一丁目東部地区 
№１１７ 
２０１３／３／５ 

江 戸 川 区 土 木 部

沿 川 ま ち づ く り 課 

 

連絡先：推進第一係 

         ℡5668‐5877 

第１１回土地区画整理審議会を開催しました 
 
 日頃より区政にご理解、ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

平成２５年２月２８日（木）に第１１回土地区画整理審議会を北小岩一丁目東部地区まちづくり事務

所で開催しました。今回の審議会では、平成２５年１月１５日（火）から２月４日（月）までに受付け

た意見書の内容について、施行者としての見解を付して審議会委員の方々に審議をしていただきまし

た。また、今回の審議会も各権利者の個人情報に関わることから、審議会の議事運営規則第１１条第１

項の規定により非公開としました。 

次回の第１２回審議会は、平成２５年３月１８日（月）を予定しています。なお、次回の審議会も引

き続き各権利者の個人情報に関わる会議となるため、傍聴はできません。あらかじめご了承ください。 

  

第１１回土地区画整理審議会 開催概要 
 

○日時：平成２５年２月２８日（木）午後7時から 

 

○場所：北小岩一丁目東部地区まちづくり事務所 １階 

 

○内容：換地設計案に関する意見書について 

○換地設計案の決定までの流れ 
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今回の審議会 

未 来 へ つ な ぐ ま ち づ く り ま ち づ く り ニ ュ ー ス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ご意見・ご質問はこちらまで  

沿
えん

川
せん

まちづくり課推進第一係  

北小岩一丁目東部地区まちづくり事務所 ℡ 5668 -5877 
※お電話は平日午前8時30分から午後5時までの間にお願いします。 

【URL】http://www.city.edogawa.tokyo.jp/gyosei/toshikeikaku/machidukurijoho/index.html 

 

 平成２５年度に予定しています移転補償※１の契約は、建物の所有者と契約をさせて 

いただくことになります。そのため、登記簿に記載されている建物の所有者が亡くなられている場合は、

相続登記※２が必要になります。相続登記がお済みでない方は、移転補償の契約手続き（平成２５年７月

頃から１０月中旬頃予定）を考慮しますと、平成２５年８月頃までに法務局に対して相続登記をしてい

ただく必要があります。 

 また、土地の所有者が亡くなられている場合も、清算金の処理が出来なくなりますので、換地処分※３

（平成２７年度以降を予定）までに法務局に対して相続登記をお願いします。 

 相続登記でお困りの場合は、区の職員もお手伝いさせていただきますのでご相談ください。 
 

 

※１ 移転補償とは、事業実施に伴い皆さまに補償させていただく、建築物移転料（その建物を現在建 

てたらいくらになるかを算出し、築年数に応じた率をかけた建物の補償）や移転期間中の仮住居 

の費用などの損失補償のことです。 
 

※２ 相続登記とは、不動産（土地・建物）に関する「相続を原因とする権利関係の変動」を登記する 

制度です。不動産の登記されている権利者が亡くなった場合、その不動産を管轄する法務局に対 

し手続きを行い、相続人が新しい所有者となるように登記事項を変更する必要があります。 
 

※３ 換地処分とは、換地計画で定められた事項（換地の位置及び清算金等）の効力を発生させる法的 

な手続きのことです。 

 

家族人員申告書の提出をお願いします 
 建物調査を実施されている方を対象にお配

りしています家族人員申告書（※右図参照）に

ついては、提出期限を過ぎてしまっています。 

この申告書は、移転補償金の再算定のために

必要な書類となります。まだ提出いただけてい

ない方につきましては、申告書の提出をお願い

します。 

 申告書の提出は、まちづくり事務所に提出い

ただくか、ご連絡いただければ区職員がご自宅

に取りに伺います。また、事務所のポスト（鍵

付き）に投函していただいても結構です。よろ

しくお願いします。 

 
【お配りしている家族人員申告書】 

相続登記がお済みでない方は相続登記をお願いします 

http://www.city.edogawa.tokyo.jp/gyosei/toshikeikaku/machidukurijoho/index.html

